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高齢者や障がい者などの皆さんが、緊急時に必要
な情報を保管することにより、救急時の医療活

動に活用してもらうための救急医療情報キットを無料
で配布します。

対　象　市内在住で、次のいずれかに該当する人
　　　　① 65歳以上の一人暮らし高齢者
　　　　② 65歳以上の高齢者のみ世帯の人
　　　　③ 身体障害者手帳、療育手帳または精神障害

者保健福祉手帳を持っている人
　　　　④ 上記に準ずる人で、日頃健康に不安がある

と認められる人など
申　請　 ３月１日（木）以降、高齢者支援課または障が

い福祉課（いずれも大仁庁舎）で申請してくだ
さい。

持ち物　 対象者の介護保険者証、後期高齢者医療被保
険者証、身体障害者手帳、療育手帳、精神障
害者保健福祉手帳などのいずれか持っている
もの。

問合せ（高齢者）高齢者支援課
　　　　　　　　☎ 0558-76-8011
　　　  （障害者）障がい福祉課
　　　　　　　　☎ 0558-76-8007
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年齢
世帯の
住民税

世帯の合計所得
１カ月のうち
1人の自己負担限度額（外来）

70 歳未満
課税

600 万円以上
150,000 円＋（１ヶ月の総医療費
- 500,000 円）× 1％ 　※ 1

600 万円未満
80,100 円＋（1 ヶ月の総医療費
- 267,000 円）× 1％　※ 2

非課税 ― 35,400 円
70 歳以上 非課税 ― 8,000 円

※ 1   過去 12カ月以内に自己負担限度額に達した回数が 4回目以降は 83,400 円
※ 2   過去 12カ月以内に自己負担限度額に達した回数が 4回目以降は 44,400 円
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《緊急医療情報キット》
『かかりつけ医』や『薬剤情報提供
書（写）』などの医療情報や、『健康
保険書（写）』などの情報を容器に
入れ、自宅に保管しておくことで
万一の救急時に備えるものです。

　市では昨年、高齢者の長寿を祝福し、敬老の意を表
するため、75 歳以上の人に敬老祝金を書留郵便にて
贈呈いたしました。
　敬老祝金は 3,000 円分の商品
券で、使用期限が平成 24年 3月
31 日（土）までです。まだ使用し
ていない人は、期限までに取扱店
で引き換えてください。

◆ 祝金贈呈対象者：75 歳以上（昭和 11 年 4 月 1 日
以前生まれ）で平成 23年 4月 1日以前に伊豆の国
市内に住民登録され、かつ、同年 8月 1日まで引き
続き市内に居住していた人

市役所が敬老祝金のことで直接問い合わせ
ることはありません。不審な電話などにご
注意ください。

問合せ　高齢者支援課
　　　　☎ 0558-76-8011


